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案件名

契約金額

予定価格

見積書徴取状況

その他
特記事項

予定価格及び
積算内訳

１社（業者指定）

随意契約
の理由

文書箱は当該業者の保管倉庫にて保管されており、セキュリティ上他の業者が保管・出庫を実施するこ
とができないため、当該業者を指定とする。

根拠法令 会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

\6,878,550円 契約年月日 平成21年4月1日

契約業者名
及び住所

株式会社ワンビシアーカイブス

発注（契約）
内     容

平成２１年度文書保管箱移管に伴う保管及び出庫業務委託

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

平成２１年度からの文書保管受託者の変更に伴い、旧委託者から新委託者への文書箱の移管作業を行う
が、作業期間が平成２１年４月から平成２１年５月までの予定となり、旧委託者から完全に移管作業が
終了するまでの間、旧委託者に保管及び出庫作業を委託いたしたい。

随意契約理由書

平成２１年度文書保管箱移管に伴う保管及び
出庫業務委託

要求部署名 総務部会計課




